様式第４号（第１２条関係）
　　年　　月　　日

鳥取市長　様
補助事業者等　住所
氏名

年度鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書

年　月　日付け鳥取市指令受　　第　　号により交付決定のあった鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金について、鳥取市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱第１２条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　鳥取市補助金等交付規則第１２条の２に基づく確定額　　　金　　　　　　　　円

２　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
金　　　　　　　　円

３　補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額　　　　　　金　　　　　　　　円

４　補助金返還額（２から３の額を差し引いた額）　　　　　　金　　　　　　　　円

５　仕入控除税額がない理由（選択または記入すること。）
□　課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり、適格請求書発行事業者に登録しておらず、消費税の納税義務がない。
□　簡易課税方式により申告したため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
□　２割特例方式（適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置）により申告したため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
□　公益法人等であり、特定収入割合が５％を超えるため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　添付資料
（１）この補助金の交付を受けた時期を課税期間に含む消費税及び地方消費税の確定申告書（第１表）の写し
（２）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類
（３）課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書の写し
（４）特定収入割合がわかる書類
